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二
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二

十訂のはしがき

本書は， 平成25年3月19日付け法務省刑総訓第2号をもって執行事務規

程の全面改正が行われ， これが同年4月1日から施行されたことや，刑法

等の一部を改正する法律（平成25年法律第49号）及び薬物使用等の罪を犯

した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律（平成25年法律第50号）

が平成28年6月1日から施行されたことなどに伴い，平成21年3月に刊行

された九訂特別研修資料第2号「執行事務解説」を基にして改訂したもの

である。

改訂に当たっては， 角田亨大阪高等検察庁検察監査官を煩わし’米田悟

刑事局総務課検務第一係長の協力を得た。
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九訂のはしがき 八訂のはしがき

１
１

本書は，平成18年に刊行された八訂特別研修資料第2号「執行事務解

説jを基に，刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成17年
法律第50号）及び更生保護法（平成19年法律第88号）が施行されたことな
どに伴う規程の改正，通達等を織り込んだものである。

改訂に当たってはシ森田久弘官房司法法制部上席補佐官を煩わし’村田

雅之最高検察庁会計課用度係長（前刑事局総務課検務第二係長）の協力を
得た。

本書は，平成12年に刊行された七訂特別研修資料第2号「執行事務解

説」を基に，規程の改正‘通達等を織り込んだものである。

改訂に当たっては，森田久弘刑事局総務課補佐官に加筆，補筆の労を煩

I

I

わした。
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七訂のはしがき○参考

平成17年5月18日，第162回国会において， 「刑事施設及び受刑者の処

遇等に関する法律」 （平成17年法律第50号）が成立し，同月25日公布され，

1年を超えない範囲内で政令に定める日から施行されることになりました。

この法律は，約100年振りに受刑者の処遇を中心として監獄法の一部が改

正されるものです。これに伴い，現在，刑事手続，事務規程で使用してい

る監獄に関する用語が変更されることとなります。しか,しながら，本解説

の執筆時においては，施行日が決まっておらず，新しい用語についても未

確定なものもあり， さらに，被疑者，被告人及び死刑確定者の処遇につい

ては，上記法律から除かれていたところ， これらについても整備すべく

「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案jが，

平成18年の第164回国会に提出予定であり， これが成立すると更に用語等

の改正も予想される状況にあることから，今回の改訂に当たっては，従前

どおりの監獄法を前提に行ったものである。

〃

この資料は，平成7年に刊行された六訂特別研修資料第2号「執行事務

解説」を基に，その後の規程の改正を織り込むとともに，利用者の便を図

るため，索引（事項，判例，検務実務家会同，法曹会決議，通達等）を設

け，付録として；現行執行事務規程の掲載等を行ったものである。 '改訂に

当たっては，富永康雄刑事局総務課補佐官に加筆，補筆の労を煩わした。
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六訂版のはしがき 五訂版のはしがき

I

この資料は，平成6年3月10日付け法務省刑総訓第228号をもって執行

事務規程の全面改正が行われ， これが同年4月1日から施行されたことに

伴い，同元年3月に発刊された五訂特別研修資料第2号「執行事務解説j
を基にして改訂したものである。改訂に当たっては，村山和雄官房人事課

五訂特別研修資料第2号として本書を刊行する。

この資料は，昭和59年3月に発刊された四訂特別研修資料第2号「執行

事務解説」を基に，その後の規程の改正を織り込んだものである。改訂に

当たっては，近藤康利刑事局総務課補佐官に加筆，補筆の労を煩わした。
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１
１ 四訂版のはしがき 三訂版のはしがき1

四訂特別研修資料第2号として本書を刊行する｡、

この資料は，昭和54年3月に発刊された三訂特別研修資料第2号「執行

事務解説」を基に，その後の規程の改正を織り込んだものである。改訂に

当たっては，武内道明刑事局総務課補佐官に加筆，補筆の労を煩わした。

なお， 旧版の紙型を利用した部分があるので，仮名遣い等に不統一な筒

三訂特別研修資料第2号として本書を刊行する。

この資料は，昭和51年3月に発刊された再訂特別研修資料第2号「執行

事務解説」を基に，その後の規程の改正や判例を織り込んだものである。

改訂に当たっては，傳法谷弘刑事局総務課長補佐に加筆・補筆の労を煩わ

した。

なお，昭和50年以降，支部・区検において全国的に実施されている検務

事務処理票による事務処理については，三訂特別研修資料第4号「事件事

務解説」の中で解説されているので，本書ではこれを割愛した。また，本

書は， 旧版の紙型を利用した部分があるので，仮名遣い等に不統一な箇所

があることをお断りしておく。
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再訂版のはしがき はしがき

■
Ⅱ
１
０
１
毎
竺
■
■
■
■この資料は,昭和44年3月に発刊された改訂特別研修資料第2号｢執行

事務解説」を基として，その後の規程の改正，通達，質疑回答を織り込ん
だものであるが， 自由刑の執行指揮上重要な未決勾留日数の通算について

は，現在例規とされている通達，質疑回答が数多く出されているので， こ
れを体系的に要約し補筆した。改訂に当たっては，長塚享刑事局総務課長
補佐を煩わし’俵谷利幸刑事局総務課長及び西本昌基刑修第二部長が校閲
した。

なお，本書は，予算の都合により， 旧版の紙型を利用した部分があるた

め，現行の当用漢字，仮名遣いでない箇所があることをお断りしておく。

「執行事務解説」は， 「特別研修資料第2号」 として，昭和40年8月刊

行をみたところであるが， このたび，その「改訂版」をお送りすることと

なった。

当研究所においては， さきに，昭和44年度以降の検察事務官普通科・高

等科研修の基本教材として， また検察事務官用の手軽な参考書として，各

種事務解説等の刊行を決定し，その執筆を急いでいるところである。 この

解説もその一環をなすものであるから，その趣旨にそって有効に本書を活

用されることをお願いしたい。

本書は， さきの解説に行刑との関連を挿入する等して全面的に書き改め

たものであるが，その執筆には，最高検察庁公安事務課長根本真儀氏があ

たり， またその一部については同庁庶務課長補佐岡田一四氏の協力を得た。

なお，法務省刑事局担当係官からも種々の教示を受けて見解の統一を期し

た。
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〔判例略語表〕

刑録･･･……大審院判決録刑事之部

大刑集一･･ ･･･大審院刑事判例集

刑集…･･･…最高栽判所刑事判例集

裁判集…･･･最高裁判所裁判集（刑事）

高刑集……高等裁判所刑事判例集

高刑特……高等裁判所刑事判決特報

刑裁月報…刑事裁判月報
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第1 裁判執行の意義

裁判の執行とは，国家の強制力によって裁判（判決・決定・命令）の内

容を実現することをいう。

裁判の執行は， 一連の手続過程を経て，合法的に行わなければならない

のであるが，裁判の執行のうちで最も重要なものは，有罪の裁判による刑

の執行である。刑の執行は,刑事裁判の締めくくりとして重要な意義をもっ

ている。いかに慎重な手続を経て， いかに十分な考慮に基づいて言い波さ

れた裁判であっても， これが全く執行されないか，又は不完全に執行され

る場合には，裁判の目的は達成されないことになるからである。

刑事裁判に関する複雑多岐にわたる諸規定は， そのほとんど全てが，終

局において，執行を通じて法的正義が実現されることを目標として定めら

れている。

裁判の執行は，主刑（死刑・懲役・禁姻一罰金・拘留及び科料）及び附

加刑（没収）の執行のほか，追徴・没取・訴訟費用等刑に付随する処分の

執行,過料・費用賠償等刑とは別の制裁の処分の執行がある。また勾引状，

勾留状.差押状・捜索状・鑑定留置状等の令状の執行もある。 しかし，前

述したとおり，主な部分を占めるのは，終局的裁判，特に刑の執行であり，

それは死刑及び自由刑（懲役・禁銅又は拘留）の執行と財産刑等（罰金，

科料・没収・追徴・過料・没取・訴訟費用・費用賠償又は仮納付）の執行

に大別できる。

第2裁判の確定
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1 裁判確定の概念

裁判の確定とは,裁判がもはや通常の上訴（控訴， 上告，抗告）又は

これに準ずる不服の申立て（判決訂正の申立（刑事訴訟法（昭和23年法

律第131号。以下「刑訴法j という。）第415条) ･異議の申立（刑訴法

第428条第2項，第385条第2項，第386条第2項，第403条第2項） ・準

抗告（刑訴法第429条)）によって争うことができなくなった状態をい
う。

裁判の執行力は，原則として裁判が確定した後に生じ（刑訴法第471

条)，裁判の確定日は，刑期の起算日となるとともに刑の時効の起算日
でもある （刑法（明治40年法律第45号）第23条，第24条，第32条)。
2 上訴及び上訴の提起期間の経過による確定

（1）上訴

上訴とは，未確定の裁判について， 上訴裁判所の審判により救済を

求めるための不服申立ての制度である。裁判は，上訴することにより，

その確定が阻まれ，裁判の執行力は停止されるが，抗告については，

即時抗告（即時抗告に代わる異議の申立てを含む｡）のほかは，原則

として執行停止の効力がない（刑訴法第424条，第425条，第433条第
1項，第434条)。

上訴をするには，上訴申立ての書面を，上訴の提起期間内に原裁判

所に差し出すこととされており （刑訴法第374条，第414条，第423条，

第434条） ， 電報による上訴の申立ては不適法とされている（注1）。

なお，刑事施設に収容中の被告人につい,ては特例が認められ，上訴の

申立書を収容されている刑事施設（留置施設（注2）を含む｡）の長

又はその代理者を経由した上，原裁判所に差し出すことになっており

（刑事訴訟規則（昭和23年最高裁判所規則第32号。以下「刑訴規則」

という。）第227条) ，上訴の提起期間内に刑事施設の長等に提出すれ

ば上訴の提起期間内に上訴したものとみなされる （刑訴規則第228

条)。

（注1） 最（3小）決昭25. 12. 5刑築4 ． 12 ． 2489

（注2） 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成17年法俳窮50号）

第15条第1項の規定により，刑訴法の規定により勾留される者は，刑リF施

設に収容することに代えて‘ 留慨施設に留瞳できることとされていろ≦

(2)上訴の提起期間

上訴の申立てをなし得る期間を上訴の提起期間（上訴期間）という。

上訴の提起期間は，控訴，上告にあっては14日 （刑訴法第373条，第414

条），即時抗告（即時抗告に代わる異議申立てを含む。）にあっては

3日 （刑訴法第422条） と定められている。上訴の申立ては裁判の告

知の当日からすることができるが（刑訴法第358条) ， 上訴の提起期

間の計算に当たっては，刑訴法第55条第1項及び第3項が適用される

ので，裁判の告知の翌日から起算し、期間の末日が日曜日， ・土曜日，

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日，

1月2日, 1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるとき

は， これを期間に算入しない。

(3)上訴の提起期間の経過（自然確定）

上訴の提起期間内に，検察官，被告人側のいずれからも適法な上訴

の申立てがなされなかったとき，あるいはいずれかの一方が，上訴の

放棄をするか， 又は一度上訴したが上訴の提起期間内にこれを取り下

げた場合において，他方は上訴の申立ても放棄もしないまま上訴の提

起期間を経過したときは， その期間の経過とともに裁判は確定する。

これを実務上「自然確定j と呼び，通常，上訴の提起期間の最終日の

翌日をもって裁判確定の日とするcなお，最終日が休日に当たる場合

の取扱いについては，前述(2)参照。
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3 上訴の放棄・取下げによる確定

（1）上訴の放棄

上訴権は，裁判の告知により発生し （刑訴法第358条） ，上訴の提

起期間の経過及び上訴の放棄・取下げによって消滅する。ただし，死

刑又は無期の判決については,上訴の放棄は許されない(刑訴法第360
条の2）。

上訴の放棄の申立ては，原裁判所に対し書面で行う'必要があり （刑

訴法第360条の3，刑訴規則第223条) ，上訴放棄の申立書が裁判所に

到達したときにその効力が発生する。刑事施設に収容中の被告人の上

訴の放棄の手続については，上訴申立ての場合と同様の特例が定めら

れており， 上訴放棄の申立書を刑事施設の長又はその代理者が受領し

たときにその効力が発生し，上訴権が消滅することとなる（刑訴規則
第229条)。

被告人の書面による同意があれば，被告人の上訴権を代理行使する

者（法定代理人・保偉人） も上訴の放棄をすることができる （刑訴法

第360条，刑訴規則第224条の2）。 しかし，原審における弁護人又は

代理人は，上訴はできるが上訴の放棄･取下げの権限はない（注1）。

固有の上訴権者である被告人が上訴を放棄すれば，たとえ法定の上

訴の提起期間内であっても，上訴権の代理行使権者である弁護人はも

はや上訴はできない（注2）。また，被告人及び弁護人が共に上訴の

申立てをした後，被告人において上訴の取下げをした場合には，弁護

人の申立ては効力を失うものとされている （注3）が，弁護人が上訴

を申し立てた後，被告人が上訴を放棄した場合にも同様に解してよい

であろう。

適法な上訴の放棄があれば， 固有の上訴権者の上訴権そのものが消

滅し， その事件については再び上訴することはできないので（刑訴法

第361条） ，検察官，被告人の双方が上訴を放棄することにより裁判

は確定する。双方の放棄の日が異なる場合には， 後の放棄の日が裁判

確定の日となる。

(注l) ft (1小）決昭25_7. 13刑築4 ． 8 ． 1356

(注2） 蛾（大）決昭23, 11. 13刑集2 ． 12 ． 1528

〈注3） 最(I小）判昭2j1.6. 16刑集3 ． 7 ． 1082

(2)上訴の取下げ

上訴は，上訴審における裁判の告知があるまでは， いつでもこれを

取り下げることができる。上訴の取下げは，上訴の提起期間内にあっ

ては上訴権を消滅させ， その期間経過後においては裁判を確定させる

効果がある。

上訴の取下げの申立ては上訴裁判所にするのであるが（刑訴規則

第223条の2第1項），訴訟記録がいまだ原裁判所にある間は，裁判

執行の便宜を考慮し，原裁判所に申立書を差し出すことができる（同

条第2項)。また， これを申し立てるには原則として書面によるが（刑

訴規則第224条本文） ，上訴の申立て又は放棄の申立ての場合と異な

り，公判廷においては口頭で申し立てることもできる （同条ただし

書)。刑事施設に収容中の被告人及び被告人の上訴権を代理行使する

者の上訴の取下げの手続については，上訴の放棄の場合と同様である

（刑訴規則第229条，第224条の2）。

上訴の取下げをした者は， その事件について更に上訴することはで

きないので（刑訴法第361条) ,被告人の取下げが，①上訴の提起期

間内であれば，検察官の上訴の放棄又は上訴の提起期間の経過により

裁判は確定し，②上訴の提起期間の経過後であれば，検察官の上訴が

なされていない限りその取下げのときをもって裁判は確定する。

上告事件の確定
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第1章裁判の執行6 総 論 7

（1）判決

最終審としての最高裁判所の裁判については， もはや上訴はあり得

ないが，上告審の判決については，判決訂正の申立てができるので（刑

訴法第415条第1項) , その申立期間の10日 （同条第2項）を経過し
たとき，裁判は確定する （刑訴法第418条)。

申立期間内に判決訂正の申立てがなされた場合は，訂正判決の日又

は申立てを棄却する決定の告知された日が確定日となる(刑訴法第418
条)。

判決訂正の申立ての取下げについては，現行法上明文はないが， 申

立期間経過後の取下げについては，実務上，上訴の取下げに準じて処
理することとされている（注)。

（注） 昭37検務実務家会同執行事務関係I問答

(2)上告棄却決定

上告棄却の決定については，刑訴法第414条，第386条第1項による

場合には異議の申立てができるものと解されているので（注) ，異議

の申立てがないときは， その申立期間の3日 （刑訴法第414条，第386

条第2項，第422条）を経過したとき確定する。異議の申立てがなさ

れたときは,その申立てに対する決定が告知された日が確定日となる。

（注） 昭30．3．2刑事4778号刑事局長通達，昭40． 3．25刑事（総） 229号刑事局長
通達

(3)上告受理申立て事件 ノ

上告審としての事件受理の申立て（以下「上告受理の申立て」 とい

う。刑訴法第406条，刑訴規則第257条）がなされた場合，最高裁判所

は，上告審としてその事件を受理することが相当であると認める場合

にのみ，原裁判所から申立理由書等の送付を受けた日から14日以内に

その旨を決定することとなっており （刑訴規則第261条第1項） ，受

理の決定なくして14日の期間を経過したときは，事件は受理されな

かったことになる。また，原裁判所においても，上告受理の申立てが

明らかに申立権の消滅後にされたものであるとき，又は申立理由書が

刑訴規則第258条の3第1項に規定する期間内に差し出されないとき

は， その申立てを不適法として、決定で棄却しなければならない（刑

訴規則第259条)。

上告受理の申立ては，原判決の確定を遮断する効力がある （刑訴規

則第264条本文)。 しかし， この場合においても， 申立てを棄却する

決定があったとき， 又は，受理の決定なくして14日の期間を経過した

ときは， この遮断力は排除され（同条ただし書) ，原判決は， 別途に

通常の上告申立てがなされていない限り確定することとなる。 この場

合における確定の時点は， 次のとおりそれぞれの場合によって異なる

こととなろう。

①原裁判所において， 申立てを棄却する決定（刑訴規則箱259条）

があった事件については，同決定の送達の日を基準とせず，原判決

の上訴の提起期間の満了の時を基準とすること､になる（注1）ので，

同期間を経過したとき。

②最高裁判所において，受理の決定をしないまま, 14日の期間を経

過した事件については， 同裁判所が原裁判所から申立理由書等の送

付を受けた日から14日の期間を経過したとき （注2)｡

(注1･） 城冨‘次『上告受理申立及び上告審への移送j法律実務群座刑邪稲第11巻2632
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（注2) ll3413. 10.30刑事(") 766号刑事局長通達

第3裁判執行の時期

原則

裁判は，告知によってその効力を生ずるが， その執行力は，確定によ

蕊1
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8 第1章裁判の執行

り生ずるのを原則とする｡すなわち,裁判は原則として確定しなければ i
これを執行することができない（刑訴法第471条)。それとともに，確 ；

定した後はこれを速やかに執行しなければならない。これは，刑の執行 i

が罪を犯した者に対する改善更生を目的としていることから，裁判の行 i
j。

われたときに近接した感銘力の強い時期に執行する必菫があることや， ｜
確定した裁判も，刑の時効（刑法第31条以下）や恩赦（恩赦法（昭和22 i

年法律第20号)第3条(大赦),第5条(特赦),第8条(刑の執行の i
免除))により執行できなくなるおそれがあること， さらに,刑の執行 ｜

指揮書が現実に刑務所に到達する時期は,受刑者の累進処遇や仮釈放な ’
どの行刑事務の運用にも影響し,受刑者の利害にも重大な関係をもつも ’
のであることから,裁判の確定した後は,速やかに執行を指揮すべきで i

1．

ある（注)。

1
（注） 昭23．9．15検務29718号検務長官通達 l.

｛
2例外 l

裁判は，確定後執行するのが原則であるが，法に特別の定めのある場 『

合には確定前においても執行することができ, また,確定後であって巷 ！
『

直ちに執行することができない場合もある（刑訴法第471条)。

(1)裁判の確定前に執行することができる場合

裁判の確定前に執行することができる場合としては，次のようなも ｜

のがある。 j
i

①決定・命令 1・

抗告は,即時抗告等特別の定めのある場合のほかは,特に裁判の i
執行を停止する決定のない限り執行を停止する効力がないので，原 l･

裁判は,その告知により執行力を生じ,終局裁判を待たないで直ち I

に執行することができる(刑訴法第424条,第428条第3項｡第433 1
1

条，第434条)。
；

や

i
』と .

総 論 9

．特別の定めのある場合としては，即時抗告に準じる異醗の申立て

（刑訴法第428条第3項，第425条）や裁判官のした裁判（命令）の

うち過料又は饗用賠償の裁判（刑訴法第429条第1項第4号，第5

号，第4項，第5項）に対する準抗告の申立てがある。 このような

異議及び－部の単抗告については，その提起期間が経過するまで，

あるいはそれが提起されたときは，その取下げがあるか， ．(準）抗

告審の裁判があるまでは，執行することができない。

②仮納付の裁判

罰金，科料又は追徴についての仮納付の裁判は，直ちにこれを執

行することができる（刑訴法第348条第3項)。

なお，交通事件即決裁判手続法（昭和29年法律第113号）による

罰金又は科料の仮納付の裁判も，正式裁判の請求がない限り，確定

を待たず直ちに執行することができる（交通事件即決裁判手続法

第15条第2項)。

(2)裁判が確定しても直ちに執行することができない場合

裁判が確定しても直ちに執行することができない場合としては， 例

えば次のようなものがある。

①死刑の執行

死刑の執行は，法務大臣の執行命令を要するので，確定後も直ち

に執行できない（刑訴法第475条第1項)。

②自由刑の必要的執行停止

自由刑の言渡しを受けた者であっても，心神喪失の状態にあると

きは，その状態が回復するまで執行を停止する（刑所法第480条)。

'③訴訟費用の負担を命ずる裁判

訴訟費用の負担を命ずろ裁判について，その執行の免除の申立て

の期間内及び免除の申立てがなされたときは，その申立てについて
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の裁判が確定するまで執行が停止される（刑訴法第483条，第500
条)。

④保釈許可決定

保釈を許す決定は，保証金の納付があった後でなければ執行する
ことができない（刑訴法第94条第1項)。

第4裁判の執行指揮

1 検察官による執行指揮

裁判の執行は，その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が，
これを指揮するのが原則である（刑訴法第472条第1項本文)6

しかし，上訴の裁判又は上訴の取下げにより下級の裁判所の裁判（原

裁判）が碓定して， これを執行する場合には，訴訟記録が上訴裁判所に

あるのが通例であるから，上訴裁判所に対応する検察庁の検察官が指揮

することとなる （刑訴法第472条第2項本文)。 もつとも，訴訟記録が

上訴裁判所に送付される前，すなわち，下級の裁判所にあるうちに上訴

の取下げがなされた場合には，下級の裁判所に対応する検察庁の検察官

が指柿することとなる （刑訴法第472条第2項ただし書） （注1）。

また,刑の執行猶予の言渡しの取消しに基づく刑の執行に当たっては，

執行猶予を言い渡した裁判所に対応する検察庁の検察官ではなく，取消

決定をした裁判所に対応する検察庁の検察官が執行指揮をしている （注
2， 3）。

（注］ ） 訴訟記録は，最終的には第一審裁判所に対応する検察庁において保管され

ている（刑訴規則第304条）が，刑訴法第472条第2項ただし書の規定は， 、そ

のような場合までも予定したものではないと考える。

（注2） 明43. 3民刑甲23号民刑局長回答，昭32検務実務家会同執行事務閏係10間巷

（注3） この取扱いについては，刑所法第472条の解釈に関し，理鎗上なお問題があ

るとの考え方もある （条解刑事所訟法第三版増補版990ページ参照)。

2 執行指揮の性質

検察官.による裁判の執行指揮は，裁判を認証してその執行を執行実施

機関（検察事務官， 司法警察職員，刑事施設職員（注1）等）に指示す

るものであり，執行指揮機関である検察官としては，執行実施機関によ

る執行がその指示どおり行われているかを監督しなければならないので

あって，その性質上，検察官の権限とされている裁判の執行及び監督（械

察庁法（昭和22年法律第61号）第4条）の範囲に厩するものと考えられ

る。

このように，検察官が裁判の執行を指揮すべきであるとする原則（検

察官執行指揮の原則）が採られているのは，裁判の執行がその性質上行

政部の任務に親しむことに基づく立法政策的帰結であり ，裁判と執行と

の性質上の遠いや検察官と執行実施機関との関係から一般に合理性が認

められることなどによるものとされている（注2）。

一方で『 この原則には，次のような例外がある。すなわち，裁判所又

は裁判官が指揮する場合がそれである （刑訴法第472条第1項ただし

書)。

①特別の規定がある場合

急速を要する勾引状及び勾留状の執行は， 裁判長，受命裁判官又

は地方裁判所，家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官が指抑する

（刑訴法第70条第1項ただし書)。

差押状，記録命令付差押状又は捜索状について，裁判所が被告人

の保護のため必要があると認めるときは，裁判長が裁判所書記官又

は司法警察職員にその執行を命ずる（刑訴法第108条第1項ただし

菫1
国ノO

法廷等の秩序維持に関する法律（昭和27年法律第286号）による

制裁を科する裁判は，裁判官の命令で執行し（同法第7条第1項) ，
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